
- 1 - 

様式第６号（第１７条） 

会　　議　　録 

         (５－１) 

 会議の名称 令和７年度第２回春日部市男女共同参画推進審議会

 
開　催　日　時 令和８年１月２２日（木)

開　会 午後３時００分

 閉　会 午後４時１５分

 開　催　場　所 春日部市役所　本庁舎２階　２０３会議室

 議長(会長)氏名 金子和夫 

春日部市男女共同参画推進審議会条例第４条第２項の規定により

会長が議長となる。

 

出 

 

 

席 

 

 

者

 

委員氏名

(出席人数：８人) 

 金子和夫、井ノ口和子、河井孝幸、中田和代、

 金子忠史、□澤幸子、櫻井真理、鈴木和光

 
説 明 者 

そ の 他

 
 
 

事 務 局

(出席人数：４人）

 総務部長　野本　昇

 総務部参事兼人権共生課長　小岩井稔之

 総務部人権共生課 人権共生担当主幹　内藤亜都子

 総務部人権共生課 人権共生担当主任　伊東智佳

次第及び公開、 

一部公開、非公開

の区分

【次第】 

１　開　会  

２　委嘱状の交付 

３　委員及び事務局紹介 

４　春日部市男女共同参画推進審議会の概要について 

５　会長及び副会長の互選について 

６　会長及び副会長就任のあいさつ 

７　議　事 

（１）かすかべハーモニープラン施策３－（１） 

　　　「困難な問題を抱える女性への支援」にかかる推進指標 

（案）について 

（２）次期計画（第４次男女共同参画基本計画）策定に向けて 

８　閉　会 

 

【公開・非公開の区分】 

　議事事項については、春日部市附属機関等の会議の公開に関す

る要綱第３条の規定によりすべて公開 
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         (５－２) 

 

一部公開・非公開

の場合はその理由

□ 要綱第３条第１号該当： 

□ 要綱第３条第２号該当： 

□ 要綱第３条第３号該当： 

□ 要綱第３条第４号該当：

 

配布資料

 

次第 

資料１　令和７年度春日部市男女共同参画推進審議会委員名簿 

資料２　男女共同参画推進審議会の概要 

資料３　「困難な問題を抱える女性への支援」にかかる推進指標 

　　　　（案）について 

資料３参考　かすかべハーモニープラン計画体系図 

資料４　次期計画（第４次男女共同参画基本計画）策定に向けて 

 

会議録の作製方法

□　録音テープ等を使用した全文記録

 ■　録音テープ等を使用した要点記録

 □　要点記録

 
議録署名の指定 議長が署名する。
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 (５－３) 

 発　言　者　 発言内容　・　決定事項

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　長 

副会長 

 

 

議　長 

 

 

事務局 

 

議　長 

 

委　員 

 

 

事務局 

 

 

 

【１　開　会】  

 

【２　委嘱状の交付】 

 

≪市長あいさつ≫ 

 

【３　委員及び事務局紹介】 

 

【４　春日部市男女共同参画推進審議会の概要について】 

 

＜＜事務局説明＞＞ 

 

【５　会長及び副会長の互選について】 

 

≪委員の互選により、金子和夫委員を会長に、井ノ口和子委員を

副会長に選任≫ 

 

【６　会長及び副会長就任のあいさつ】 

 

≪会長あいさつ≫ 

≪副会長あいさつ≫ 

 

【７　議　事】 

（１）かすかべハーモニープラン施策３－（１）「困難な問題を

抱える女性への支援」にかかる推進指標（案）について 

 

＜＜事務局説明＞＞ 

 

ご質問、ご意見はありますか。 

 

　指標案の団体には春日部社会福祉協議会やハーモニー春日部

は含まれないのですか。 

 

　含みません。社会福祉協議会は、既に行政との関わりが多くあ

り、また、ハーモニー春日部は、市の施設であり指定管理者が運

営しています。指標案の団体は主に、民間ボランティアが立ち上

げた団体を考えています。支援の在り方については、調整してい

きたいと考えています。 
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(５－４) 

 発　言　者　 発言内容　・　決定事項

 議　長 

 

 

 

 

 

委　員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委　員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議　長 

 

 

 

 

 

 

 

委　員

　困難な問題を抱える女性については、困難な状況からなかな

か抜け出せないという課題があります。保護施設などから出る

と再び困難な状況に陥ってしまうことがあるので、行政やボラ

ンティア団体などで支え、再び困難な状況に陥らないような施

策が必要と考えています。 

 

困難な問題を抱える女性を把握するには、どのような方法が

ありますか。駆け込むには勇気が要ると思いますが、本人からの

問い合わせによるものでしょうか。 

 

　配偶者暴力相談支援センターに相談に来る方は、本人からの

問い合わせが多いです。アウトリーチについても国の方向性は

示されていますが、まだ定まっていません。ボランティア団体や

民間団体が支援できる体制が整えば、この法律の趣旨にあった

対応ができると考えています。 

 

民間と比較して公務員の方が信頼できます。なぜ、民間を入れ

るのか、背景を伺いたいです。また、この指標をなぜ加えたのか

伺いたいです。 

 

　法律では、民間団体を加えた連携会議の設置について規定さ

れており、この設置は市町村では努力義務になっています。ま

た、連携会議に属する団体の守秘義務についても定められてい

ます。民間団体を加えることについては、例えばハーモニー春日

部のように施設運営を民間の指定管理者が実施していくことで

事業に広がりが出るように、民間団体と連携することで、支援の

幅が広がると考えています。 

 

　事務局の説明に補足します。先行事例に介護サービスにおけ

る地域包括ケアシステムがあります。介護が必要な人を行政だ

けで支えていくには限界があるので、行政や福祉・医療関係者に

加えて、清掃業者、電気やガスの検針などで各家庭を訪問する方

達等で支援の必要な人を横断的に見つける体制を作っていま

す。民間を含めた地域全体で見守り、そして助け合っていく仕組

みを私たちの声掛けでできればよいと考えています。 

 

　結婚後、孤立した経験があり、民生委員に声をかけていただき

ましたが、支援が自分には合わなかったです。それぞれに適切な

支援であって欲しいと思います。
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(５－５) 

 発　言　者　 発言内容　・　決定事項

 委　員 

 

 

 

委　員 

 

 

 

 

議　長 

 

 

委　員 

 

議　長 

 

 

 

事務局 

 

議　長 

 

委　員 

 

議　長 

 

 

 

 

 

事務局 

　民生委員は負担も大きく、高齢化も進み、後継者育成が難しい

時代になっています。個人情報なので口外できませんが、適切な

支援を行っていると考えています。 

 

　ひとつの支援では救えず、適した支援も各人異なります。本当

に支援が必要な人ほど、なかなか相談などに行かない傾向があ

ります。支援者がそれぞれの立場で適切に連携することが重要

だと考えます。多角的に支援していくことを市に要望します。 

 

指標案についてのご意見をいただきました。案についてはよ

ろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

その他ご質問、ご意見があれば事務局へ伝えてください。 

 

（２）次期計画（第４次男女共同参画基本計画）策定に向けて 

 

＜＜事務局説明＞＞ 

 

ご質問、ご意見はありますか。 

 

市民評価について教えてください。 

 

市民評価は、かすかべハーモニープランの施策について、市の

取組が進んでいるかを、審議会委員が市民の代表として評価す

るものです。進んでいる、あるいは改善すべきなどを評価しま

す。評価の仕方については、後日改めて事務局より丁寧な説明を

お願いします。 

 

次回会議は、令和８年８月を予定しています。 

 

【４　閉　会】 

午後４時１５分閉会

 議事の顛末・概要を記載し、その相違なきことを証するためここに署名する。 

令和８年２月１３日 

署名者の職・氏名　春日部市男女共同参画推進審議会議長　金子 和夫（原本は自署） 


